
工事請負契約の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱 

 

制 定  平成23年４月26日 

一部改正  令和４年７月26日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市が発注する工事又は製造（物品の製造を除く。以下「工事」という。

）に係る一般競争入札及び指名競争入札（以下「入札」という。）の透明性及び公平性を確保

するため、入札に参加した者が、設計書に係る積算内容の確認及び疑義申立てを行う場合の手

続について必要な事項を定める。 

 

（申立ての対象） 

第２条 設計書に係る積算内容の疑義申立ては、本市が発注する工事に係る入札（開札において

不調とした入札を除く。以下同じ。）を対象とし、入札前に公表された設計図書に含まれる設

計書について、金額入り設計書（金額及び数量が記載された設計書をいう。以下同じ。）を確

認しなければ判明しない積算上の疑義（入札前に質問を行い確認すべきものを除く。以下「積

算疑義」という。）とする。 

 

（申立て手続） 

第３条 入札参加者（積算疑義の対象となる入札に参加した者をいう。以下同じ。）は、積算疑

義があるときは、開札日（再度入札を実施した案件については、再度入札の開札日と読み替え

る。以下同じ。）の午後１時から、これを申し立てることができる。 

２ 前項に規定する申立ては、開札日から起算して３日目の午後５時までに積算疑義申立て書（

第１号様式）を工事担当課長（公告又は指名通知書に記載された工事担当課の長をいう。以下

同じ。）に提出することにより行わなければならない。 

３ 入札参加者は、前項に規定する申立てを行うにあたり、開札日の午後１時から前項に定める

期限までの間に金額入り設計書を閲覧することができる。 

４ 前３項に規定する期日及び期間について、発注者が別途指定した場合は、これによるものと

する。 

５ 第３項に規定する閲覧は、金額入り設計書閲覧請求書（第２号様式）を工事担当課長に提出

することにより行わなければならない。 

６ 入札参加者は、第２項及び前項に規定する書面の提出にあたっては、当該積算疑義が生じた

入札の開札済通知書（再度入札を実施した案件については、再度入札の開札後に通知する開札

済通知書）を添付しなければならない。 

７ 第１項から第３項に規定する期日及び期間は、横浜市の休日を定める条例（平成３年12月条

例第54号）第１条第１項に規定する休日を除いて定めるものとする。 

 

（申立ての回答） 

第４条 積算疑義の申立てがあったときは、工事担当課長は積算内容を確認し、当該入札に係る

落札候補（予定）者通知書の送付又は入札中止公告の前までに、当該申立てに対する確認結果

を書面により回答するものとする。 



（申立て結果の取扱い） 

第５条 前条において、積算内容に誤りが確認され、落札候補者に変更が生じる場合は、当該入

札を中止し、それ以外は入札事務を続行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成23年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

 この要綱の規定は、一般競争入札については施行日以降に公告する工事から、指名競争入札に

ついては、施行日以降に指名する工事から適用し、施行日の前日までにそれぞれ公告又は指名し

た工事については、なお、従前の例による。 

 附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成23年10月28日から施行する。 

（経過措置） 

 この要綱の規定は、一般競争入札については施行日以降に公告する工事から、指名競争入札に

ついては、施行日以降に指名する工事から適用し、施行日の前日までにそれぞれ公告又は指名し

た工事については、なお、従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成26年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

  この要綱の規定は、一般競争入札については施行日以降に公告する工事から、指名競争入札に

ついては、施行日以降に指名する工事から適用し、施行日の前日までにそれぞれ公告又は指名し

た工事については、なお、従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成28年11月１日から施行する。 

（経過措置） 

  この要綱の規定は、一般競争入札については施行日以降に公告する工事から、指名競争入札に

ついては、施行日以降に指名する工事から適用し、施行日の前日までに公告又は指名した工事に

ついては、なお、従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和３年９月１日から施行する。 

 附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、令和４年７月26日から施行する。 



（経過措置） 

 この要綱の規定は、一般競争入札については施行日以降に公告する工事から、指名競争入札に

ついては、施行日以降に指名する工事から適用し、施行日の前日までに公告又は指名した工事に

ついては、なお、従前の例による。 

 

 

 

  



第１号様式(第３条第２項) 

  年  月  日 

 

横  浜  市  長 

横浜市水道事業管理者 

横浜市交通事業管理者 

                          

                     所  在  地 

                     商号又は名称 

                     代表者職氏名                

                     担当者連絡先 

 

積算疑義申立て書 

 

 次の工事の入札に係る積算に疑義があるので、積算疑義を申し立てます。 

 

１ 契約番号 

 

２ 工事件名 

 

３ 開札日 

 （再度入札を実施した場合は、再度入札の開札日） 

４ 申立て内容及び理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 当該申立て書の提出にあっては、開札済通知書（再度入札を実施した案件については、再

度入札の開札済通知書）を添付すること。 

 ※ 申立て内容は、具体的に記載してください。 

 



第２号様式（第３条第５項） 

  年  月  日 

 

横  浜  市  長 

横浜市水道事業管理者 

横浜市交通事業管理者 

                           

                       所  在  地 

                       商号又は名称 

                       代表者職氏名              

                       担当者連絡先 

 

金額入り設計書閲覧請求書 

 

 次の工事の入札に係る金額入り設計書の閲覧を請求します。 

 

 

１ 契約番号 

 

２ 工事件名 

 

３ 開札日 

（再度入札を実施した場合は、再度入札の開札日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 当該請求書の提出にあっては、開札済通知書（再度入札を実施した案件については、再度

入札の開札済通知書）を添付すること。 


